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 広島呉道路４車線化工事で発生する土砂の一時的な仮置き場として，呉市野外活動センタ

ーの一部を使用するため，当面の間，施設の一部を利用休止します。 

１ 期 間 

令和８年２月２３日（祝）から約３年間（予定） 

２ 場 所 

呉市野外活動センターの一部（ピクニック広場及び炎の広場） 

３ 一部使用を認める相手方 

  ＮＥＸＣＯ西日本 

４ 仮置きする土砂量 

約２万立方メートル（１０トントラック約４，０００台分） 

５ 使用を認める理由 

(1) 高速道路ネットワークの強化促進

広島呉道路（クレアライン）の４車線化については，災害に強く，安全性・信頼性が

高い高速道路ネットワークの構築・強靱化につながるだけでなく，地域産業の持続的な

発展に寄与し，本市としても，全市を挙げて整備を促進する必要があること。 

(2) 野外活動センターへの影響

野外活動センターにおいて，工事で発生する土砂を一時的に受け入れることについて

は，利用者調整等により影響は最小限と考えられ，広島呉道路４車線化工事の円滑な推

進等を総合的に勘案すると，施設使用を認めることはやむを得ないと考えられること。 

６ 主な安全確保策 

仮置きする土砂搬入車両と施設利用者の導線の分離や，警備員の配置，仮置き土砂をシ

ートで覆うなど，ＮＥＸＣＯ西日本において安全管理を徹底するとともに，仮置き期間終

了後は，呉市野外活動センターを原状どおり復旧するなど，同社が全て責任を持って行い

ます。 

７ 施設の一部利用休止に伴う対応 

影響を受ける市民等に対しては，説明・広報周知を丁寧に対応していきます。 

呉市野外活動センターの一部利用休止について 



【野外活動センターの位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炎の広場 3,595㎡ 

発生土の 

搬入路 

ピクニック広場 2,161㎡ 


